
議案第１９号

平 成 ３ ０ 年 度 さ い た ま 市 介 護 保 険 事 業

特 別 会 計 予 算

 平成３０年度さいたま市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８３，６３５，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

 １，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

 とができる場合は、第２款保険給付費のうち、各項に計上した負担金、補助及び交付金に係る予算額

 に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

  平成３０年２月６日提出

                         さいたま市長 清 水 勇 人







第２表

（単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

地域包括支援システム機器等賃借料（平成
３１年度更新分）

平成３０年度から
平成３６年度まで 298,263

大宮区役所移転に伴う地域包括支援システ
ム機器移設業務

平成３０年度から
平成３１年度まで 1,081

介護保険システムソフトウェア賃借料（平
成３１年度更新分）

平成３０年度から
平成３６年度まで 229,094

大宮区役所移転に伴う介護保険システム機
器移設業務

平成３０年度から
平成３１年度まで 1,048

元号改正に伴う介護保険システム改修業務 平成３０年度から
平成３１年度まで 23,234

介護保険料納入通知書印字製本封入封緘業
務（平成３１年度賦課分）

平成３０年度から
平成３１年度まで 2,938

債　　務　　負　　担　　行　　為


